
第３３回新型コロナウイルス感染症対策本部会議要旨（速報） 

○実施日時／令和３年３月１９日 １４時４５分～１５時１５分 

○発言要旨 

議事 発言 

次第１「本市の医

療体制について」 

※ モニタリング状況について岡部所長より、本市における病床の状況につい

て健康福祉局より、それぞれ資料に基づき説明を行った。 

 

【岡部所長】 

・昨日、諮問委員会において、全体の数は順調に下がっていると言っていいが、

首都圏において、減少が止まったところから微増していることに注意が必要。そ

の一方で医療機関の状況はいずれの自治体も良くなっている。緊急事態宣言を

発出した主な理由が医療逼迫を防ぐためだったので、解除が必要だろうとの話

になった。 

・変異株については冷静な分析が必要だが、感染が広がりやすい可能性があるの

で警戒が必要。人が動けば感染症は発生することは避けられないので、大きな流

行にならないように、宣言は解除するが、一気に元に戻すのではなく段階的な解

除が必要。 

【本部長】 

・変異株に感染して全員入所となってしまうと、一気に満床になる恐れがある話

も先日あったが。 

【病院事業管理者】 

・変異株は今の所、軽症者を含めて全員入院だが、そこは変わってくるだろうと

いうことで聞いている。 

【岡部所長】 

・専門家会議で今後変異株感染者が増えた場合には全ての人が入院する必要は

なくなってくるということを議論している。 

次第２「ワクチン

の接種について」 

※ 資料に基づき、健康福祉局から説明を行った。 

【岡部所長】 

・副反応についての報道に関して、今の数字は確定した副反応例ではなく、疑い

も含めた範囲の広い報告で届け出をしてもらっている。半分が軽度のものであ

り、このような現状からプログラム自体には問題はない。アナフィラキシーは

90％が 30 分以内に起こるため、経過観察が必要。 

 

次第３「緊急事態

宣言解除後におけ

る本市行政運営方

針について」 

※ 資料に基づき、事務局から説明を行った。 

【本部長】 

ご意見などあれば。 

【本部長】 

特にないようなので、この方針でいきたいと思います。 

 



その他 【本部長】 

・21 日で解除ということになりますが、前週と比べると微増との状況もあり、

決して気を緩める段階ではないということを皆で確認して、今後も気を引き

締めていってもらいたい。 
 

以上 


